
 

                            令和７年度 館邑会事業計画 

 

１．館邑会理念 

 『私たちは地域の方たちとワンチームになり、誰もが輝ける社会をつくります。』 

 

２．事業運営 （設置順） 

① 陽光園（障害者サービス事業）の運営 

② 第二陽光園（障害者支援施設）の運営 

③ てんしゃば（共同生活援助事業）の運営 

④ ほっと（相談支援事業）の運営 

⑤  ふらっぐ（就労支援事業）の運営 

⑥ GOOD JOB（就労支援事業）の運営 

⑦  がじゅまる（共同生活援助事業）の運営 

       

３．事業経営方針 

A) 障害者総合支援法の理念に基づく福祉サービスの提供 

o 主に知的障害者を中心に、その心身の状態や多様なニーズに応じて、適切な福祉

サービスを提供することに努めます。 

o 利用者が自立した生活を営むためのサポートを強化し、社会参加を促進します。 

B) 地域に根ざした福祉サービスの展開 

o 法人内の施設やサービスの利用者はもちろんのこと、地域で暮らす多くの障がい

を持った方々にも福祉サービスを提供できるよう事業を企画していきます。 

o 地域との連携を強化し、地域全体で障がい者を支える体制づくりを目指します。 

C) 新事業所の設立準備 

o 館林市栄町の公園開発に伴い、新しい事業所の設立準備を行います。 

o 新事業所の設立により、地域の福祉サービスの充実を図ります。 

D) 基幹相談支援センターの協力準備 

o 令和 8 年 4 月より、1 市 4 町が共同で始める基幹相談支援センターの協力準備を

進めます。 

o 基幹相談支援センターと相談支援センターの連携により、より効果的な支援体制

を構築します。 

 

４．令和７年度の重点項目 

  ○安定した事業運営 

      ①職員の確保と育成 

      ②全事業所の財務収支バランスと安定した経営基盤の確立 

      



５．事業の長期重点項目 

    〇利用者の高齢化や重度化対策を見据えて施設設備等の整備対策 

    〇ICT 化を積極的に活用し、一元的に情報共有できる仕組みの検討 

    〇緊急時等における BCP（事業継続計画）の改善と推進 

 

６．施設設備について 

  ・障害福祉サービス事業所「陽光園」の老朽化対策 

   ・共同生活援助事業「てんしゃば」の定員増について検討 

 

７．委員会組織の整備 

      次の各委員会（研修委員会・人権倫理委員会・苦情解決委員会・危機管理委員会・広報委

員会）の運営に関して整備を行い、法人の機能強化を図る。 

    

８．法人事業  

・理事会の開催（年５回予定） 

・業務会計監査（年１回予定） 

・評議員会の開催（年３回予定) 

・第三者委員会の開催（年２回予定） 

・秋まつりの開催（10月 18 日予定） 

・福祉講演会（研修会）の開催 

・研修会の開催及び各種研修会への参加

 


